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1	 はじめに

　日本の学校教育は、教員が教科指導、生徒指導、

部活動指導等を一体的に行うことが特徴であり、世

界的にも高い評価を得てきた※1。しかし、昨今の環

境変化に伴い、日本の学校教育は変革期を迎えてい

る。本稿では、学校教育における EdTech（教育×

Tech）の必要性について論じたうえで、解くべき課

題の一つであると考える「EdTech サービサー（後述）

が学校に対して効率的に営業を行うことができる仕

組みづくり」に着目し、解決方向性を提示している。

2	 学校教育に求められる変革と EdTech の必要性

1）	 学校教育を取り巻く環境変化

　日本の学校教育を取り巻く環境変化として特筆す

べきは、学校教育が目指す学びのあり方の変化、教

員の働き方に対する問題意識の高まり、学校におけ

る ICT 基盤の普及である。

（1）	学校教育が目指す学びのあり方の変化

　文部科学省が定める学習指導要領は、およそ 10

年に 1 度、時流を踏まえて改定される。2017 年

から 19 年にかけて実施された直近の改定では、

VUCA※ 2 の時代に生きる児童生徒が不測の困難を

乗り越え、これからの未来を創っていく能力・資質

を身につける重要性から、社会と連携・協働した教

育活動の充実を目指し、適切にカリキュラムマネジ

メント※3 を実施することと併せて、アクティブラー

ニング※ 4 の視点を取り入れた授業改善を行うこと

を求めている。さらに、文部科学省の中教審第 228

号※5、経済産業省の「未来の教室」ビジョン※6 では、

多様なバックグラウンドを持つ児童生徒への対応と

して、個別最適化された学びを提供する重要性を提

示している。

※ 1　詳細は、文部科学省の中央教育審
議会初等中等教育分科会（第 106 回）の

「次世代の学校指導体制の在り方について
（最終まとめ）」を参照のこと
※2　V（Volatility：変動性）、U（Uncertainty：
不確実性）、C（Complexity：複雑性）、A

（Ambiguity：曖昧性）の頭文字から成っ
ており、先行きが不透明であり、予測が
困難であることを示す
※ 3　各学校が教育目標を実現するため
に、教育課程を計画的かつ組織的に編成・
実施・評価し、教育の質を向上する取り
組みのことを示す
※ 4　教員による一方向的な講義形式の
教育とは異なり、学修者の能動的な学修
への参加を取り入れた教授・学習法の総
称を示す
※ 5　文部科学省「『令和の日本型学校教
育』の構築を目指して～全ての子供たち
の可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現～（答申）（中教審第
228 号）」2021 年 1 月 26 日
※ 6　 「『未来の教室』ビジョン」（経済
産業省「未来の教室」と EdTech 研究会 
第 2 次提言 2019 年 6 月）
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（2）	教員の働き方に対する問題意識の高まり

　日本の教員は世界的に見ても長時間労働の実態に

ある。図表１に、教員の労働時間環境等について国

際比較を行っている「OECD 国際教員指導環境調査

（TALIS）」（OECD）の調査結果を示す。なお、本調

査は 2018 年に実施されたものである。

　日本の中学校における 1 週間あたり労働時間平均

は 56.0 時間だが、これは参加国全体の中学校にお

ける平均が 38.3 時間であることに比すると極めて

高い水準にあり、日本は仕事時間の合計、課外活動

の時間、事務業務の時間について参加国内で最長で

あった。日本の学校教育は世界的にも高い評価を得

てきたが、それは教員の献身によって支えられてき

たという事実を示しており、昨今は教員の働き方に

対する問題意識が高まっている。

（3）	学校における ICT基盤の普及

　GIGA スクール構想などの政策により、児童生徒

の 1 人 1 台端末と学校普通教室のインターネット環

境は急速に整備された。図表２にその普及状況の推

		図表 1	 教員の労働時間に関する国際比較

  出所） 文部科学省「OECD 国際教員指導環境調査（TALIS）2018 報告書 vol.2 のポイント」より NRI 作成

		図表 2	 学校教育における ICT基盤の普及状況の推移

  出所）文部科学省「令和４年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）」
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移を示す。

　2023 年 3 月 1 日現在の教育用コンピューター 1

台あたりの児童生徒数は 0.9 人／台となっており、

数字上は児童生徒の 1 人 1 台端末はおおむね実現さ

れた。また、普通教室の無線 LAN 整備率は 95.1％

となっている。このとおり、低速な回線速度、端末

の運用方法の制限、教員のデジタルリテラシーの不

足など改善すべき点は聞かれるものの、学校教育に

おいてインターネットを有効に活用することができ

る環境は実現されてきたと捉えられる。

2）	 今求められる変革と EdTech の必要性

　日本の学校教育は、従来の日本型学校教育の美点

は不易とすることを前提に、「これまで以上に児童

生徒一人一人をきめ細やかに見取り、個別最適化さ

れた学び（内容、方法、場所など）を提供すること」

と「教員の働き方改革を推進すること」という、相

反した要求に同時に応えなければならない現状にあ

る。学校における ICT 基盤が整いつつある現状を鑑

みるとともに、多くの他の産業でもテクノロジーに

よるパラダイムシフトが実現されたことを踏まえる

と、日本の学校教育に今求められる変革を実現する

ためには、テクノロジー、すなわち EdTech を活用

することが必要ではないか。

　では、EdTech サービスにはどのような類型が存

在するのか。分類にはさまざまな考え方があるもの

の、校務支援サービス、授業支援サービス、デジタ

ル教材サービスに大別される。それぞれの類型とそ

の特徴は図表３のとおりである。

　現状、校務支援サービスのようにバックオフィス

を効率化するサービスが学校教育に普及した※ 7 こ

とで、教員にとって負担感のある事務業務※ 8 の時

間的コストは一定程度削減されたと考えられるもの

の、児童生徒の学びのあり方や教員の働き方が大き

く変わったというレベルには至っていないと筆者は

考えている。

		図表 3	 EdTech サービスの類型とその特徴

  出所）公開情報等を基に NRI 作成

※ 7　文部科学省「令和４年度学校にお
ける教育の情報化の実態等に関する調査
結果（概要）」によると、2023 年 3 月 1
日現在の統合型校務支援システムの整備
率は約 86％となっている
※ 8　文部科学省「教員勤務実態調査（令
和 4 年度）」によると、教員の業務の中で、
事務や地域対応などの業務については、
相対的に負担感が高く、やりがいや重要
度が低い。一方、授業、授業準備や生徒
指導等の業務については、相対的に負担
感が低く、やりがいや重要度が高かった
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　今、学校教育が求められている変革を実現するた

めには、事務業務だけではなく、教員の本分であり、

やりがいにもなっている授業や学習指導、生徒指導

などの業務についても、EdTech サービスを積極的

に活用し、より効果的・効率的に実施する必要があ

るのではないだろうか。

3	 学校教育市場の特徴と EdTech サービスの普及	

	 に向けて解くべき課題仮説

　本章では、変革の時を迎える学校教育市場につい

て、その特徴や EdTech サービスを提供する事業者

（以下、EdTech サービサー）が直面しうるハードル

を記載したうえで、本稿で着目する EdTech 普及に

向けて解くべき課題仮説を提示する。なお、一般財

団法人日本私学教育研究所によれば、2023 年度に

おける私立学校に通う児童生徒数の割合は、小学校

で 1.3％、中学校で 7.9％、高等学校（全日制・定

時制課程）で 27.6％である※ 9。このデータを基に、

小学校、中学校、高等学校（全日制・定時制課程）

全体で私立学校に通う生徒数の割合を算出すると約

7.0％となり、約 9 割の児童生徒は公立学校に通っ

ていることがわかる。このように、日本の学校教育

において、児童生徒数ベースで見れば公立学校が大

きな割合を占めていることからも、公立学校におい

て EdTech サービスを普及するインパクトは大きい

と考え、本稿では公立学校における EdTech サービ

スの普及を主眼に論じる。

1）	 学校教育市場の特徴：公的な性格を持つ学校予算

　学校教育市場は、VC や CVC※ 10 などの立場から

は、金銭的なリターンを望みにくい市場であると語

られることも多い。その要因としては少子化によっ

て児童生徒数が減少傾向にあるというマクロ的な要

因の他、公立学校の学校予算の公的な性格に由来す

る要因が挙げられた※ 11。よって、まずは日本の公

立学校における学校予算の概観に触れたい。

　日本の公立学校における学校予算は、予算獲得ま

での折衝が複雑であること、予算執行における学校

の裁量が小さいことが特徴とされている。一般に学

校予算は公金である学校配当予算と学校が独自に徴

収する学校徴収金から成っており、後者についても

公金ではないものの、保護者から集金するという性

質上、保護者への説明・収支報告など、必要な手続

きを自治体が規定しているケースも多く、公的な性

格を持ったお金であると整理できる。経常的経費に

係る学校配当予算については前年度からその編成が

始まり、細部を見ればさまざまなバリエーションが

あるものの、教育委員会が中心となり、財政担当課

や首長との調整や、議会の承認を経て確定する。

　成立した予算は節の区分ごとに配当が示される場

合と総額で示される場合があり、前者についてはさ

らに予算執行上、節間での流用に制限がある場合と

一定の裁量が認められる場合がある。これに加えて、

自治体によっては、学校提案型と呼ばれる制度等に

※ 9　一般財団法人日本私学教育研究所
「学校数の推移」2023 年 8 月（https://
www.shigaku.or.jp/news/school.pdf）
※ 10　ベンチャーキャピタル（Venture 
Capital：VC）とは、未上場の新興企業

（ベンチャー企業）に出資などを行う投資
機関のこと。一方、コーポレート・ベン
チャー・キャピタル（Corporate Venture 
Capital：CVC）とは、事業会社が自己資
金でファンドを組成し、主に未上場の新
興企業（ベンチャー企業）に対して出資な
どを行う組織のこと
※ 11　経済産業省「令和 4 年度　学びと
社会の連携促進事業（教育／ EdTech イ
ノベーション創出支援事業）」において実
施した VC や CVC へのヒアリングより

https://www.shigaku.or.jp/news/school.pdf
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より、経常的経費に係る学校配当予算とは別に財源

を確保しているケースもあるが、総論的には予算執

行における学校の裁量は限定的であると捉えられ

る。

2）	 EdTech サービスの普及に向けて解くべき課題	

	 仮説

　学校の予算執行の裁量が小さいということは、学

校は既存の予算枠で EdTech サービスの導入を検討

することが容易ではないということを意味してお

り、EdTech サービサーは必然的に学校予算の確保

から始める必要がある。しかし、学校予算を確保す

るためには、多くのステークホルダー（教育委員会

や学校など。学校の中でも教科担当の教員、教頭、

校長など）とコミュニケーションを取らなければな

らず、相当な営業コストを要する。また、予算獲得

を目指してから実際に予算を獲得するまでに 2 年以

上の時間を要するケースも少なくないことを考慮す

ると、営業コストの回収までのリードタイムは必然

的に長くなる。そのうえ、EdTechサービサーからは、

大量の学校や教育委員会に対してアプローチしない

限りは、学校が抱える悩みや EdTech 導入に対する

感度などの情報を把握することが困難との声も聞か

れている。これらを総合的に加味すると、EdTech

サービサーが学校教育市場において販路開拓・事業

拡大を狙うには、莫大（ばくだい）な営業コストを

要すると解釈できる（図表 4）。

　これまでも学校への予算執行に関する権限委譲が

掲げられてきたものの、停滞している実態がある

ことも考慮すれば、必ずしも学校予算改革に頼ら

ない EdTech サービスの普及について検討すべきで

あると筆者は考える。そこで、本稿では、EdTech

サービサーが学校に対して効率的に営業を行うこと

ができる仕組みづくりこそが、学校教育における

EdTech の普及に向けた解くべき課題の一つと考え

る。

4	 EdTech サービスの浸透メカニズムに着目した	

	 打ち手の方向性

　本章では学校教育における EdTech サービスの浸

透メカニズムに着目し、EdTech サービサーが学校

に対して効率的に営業を行うことができる仕組みづ

くりについて、打ち手の方向性を論じる。

		図表 4	 営業活動の非効率性

  出所）NRI 作成
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1）	 今こそ、ボトムアップ型のアプローチに着目を

　学校予算の公的な性格を考慮すると、一般的に

はトップダウン型、すなわち政策主導で面的な導

入を図るというアプローチが想起される。実際に、

GIGA スクール構想によって推進された学校の ICT

環境や 1 人 1 台端末の整備は、まさにトップダウン

型のアプローチによって、急速に普及した例と捉え

られるだろう。

　しかし、これらは、学校教育における EdTech 活

用の観点からすれば、あくまでインフラであるか

らこその結果であると筆者は考えている。トップ

ダウン型のアプローチによって、学校教育におけ

る EdTech 活用のインフラが整備された今、次に

取り組むべきは学習指導・生活指導などにおける

EdTech 活用である。この領域は教員の本分であり、

これまでも教員が意匠を凝らしてきた領域である

ことを忘れてはならない。よって、教員が EdTech

サービスのメリットを真に実感しないことには、

EdTech サービスが導入されたとしても、活用に資

するものとならない可能性が高い。また、このよう

な領域でEdTechサービスを導入している学校には、

EdTech 導入に対して感度が高い教員の存在があり、

その教員が EdTech 導入の旗振り役となっている可

能性が示唆された※12 ことを考慮すれば、今後はトッ

プダウン型のアプローチに加えて、EdTech 導入に

対して感度が高い教員が自身の学校（イノベーター

理論で言えば、アーリーアダプターに該当する学校。

以下、アーリーアダプター校）への EdTech 導入を

主体的に推進することで成功事例を生み、その成功

事例を参考に他の学校（以下、追随層学校）も追随

していく、いわばボトムアップ型のアプローチにも

目を向ける必要があるのではないか（図表 5）。

2）	 EdTech 導入の旗振り役となれる教員との接点	

	 形成が鍵

　ボトムアップ型のアプローチのうち、後段の「創

出した成功事例を基にした他校での追随」に関して

は、文部科学省が推進する ICT 支援員制度※ 13 が既

に存在しており、この活用が有効であろう。他方で、

前段の「EdTech 導入の旗振り役となれる教員との

接点形成」については、行政による支援の観点では

ホワイトスペースとなっている現状があり、行政に

よる支援の必要性が高いと考える（図表 6）。

　では、鍵となる「EdTech 導入の旗振り役となれ

る教員との接点形成」をいかにして促進していてく

べきか。筆者は、EdTech 導入の旗振り役となれる

教員と該当学校に訴求するサービスを持つ EdTech

サービサーとのマッチングの効率化を実現するプ

ラットフォーム（以下、EdTech マッチングプラッ

		図表 5	 EdTech 普及に向けたボトムアップ型のアプローチ

  出所）NRI 作成

※ 12　NRI の自主研究を通じて実施した
学校や教育委員会へのヒアリングより
※ 13　ICT 支援員制度とは、学校に ICT
導入専門の人材を設置する制度であり、
支援員は授業・校務、研修やその他の環
境整備に係る ICT 機器・サービスの設置、
運用を担うもの
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トフォーム）の整備を進めるべきであると考える。

下記、類似事例を参考に EdTech マッチングプラッ

トフォームが具備すべき二つの要素を記載する。

（1）	学校が抱えるニーズ・課題をサービサーととも	

	 に精緻化する機会の提供

　防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム

（以下、防テク PF）は内閣府が設置する、自治体と

スタートアップや中小企業を含む民間事業者との

マッチングプラットフォームである。登録自治体と

登録民間事業者はデータベース上でそれぞれの情報

を確認できるだけでなく、定期的に開催されるセミ

ナー・個別相談会等で面談の場を持つことができる。

優良なマッチングを実現した自治体として紹介され

ている高知県南国市は、「ニーズの詳細が定まって

いなくても、ある程度の課題を整理したうえで防テ

ク PF に登録する。（中略）事業者とのマッチング、

打ち合わせを通して課題が明確化することもある」

と述べていることからも、課題の精緻化段階からス

タートアップと接触する機会があったことが、防テ

ク PF によって迅速かつ精度の高いマッチングを実

現できた成功要因の一つであると考えられる。

　上記を踏まえると、サービス導入を検討する立

場のみでは自らのニーズや課題の精緻化が難しく、

サービサーとのディスカッションが有効に働くケー

スがあることが示唆され、現在、学習指導・生活指

導などにおける EdTech 活用の検討段階にある教育

業界においても、サービス導入を検討する立場、す

なわち教員は同様の障壁にぶつかる可能性が高い。

よって、EdTech マッチングプラットフォームにお

いては、マッチング過程の中で EdTech サービサー

が自身のサービスのメリットを訴求する機会だけで

はなく、学校のニーズや課題の深掘りを両者で行え

る機会も併せて具備することが望ましいと考えられ

る。

（2）	外部からは判断しにくい情報（学校の課題や旗	

	 振り役等）の集約・公開

　KDDI ∞ Labo は KDDI 株式会社が「事業共創プ

ラットフォーム」という位置づけで運営するマッチ

ングプラットフォームである。民間事業者の運営

で多く見られるインキュベーションプログラムやア

クセラレータープログラム等の育成を目的としたも

のとは異なり、大企業とスタートアップとのマッチ

ングに主眼をおいたプログラムとなっていることが

大きな特徴である。参加する大企業は、自社の事業

の展望やニーズ、抱えている課題、およびスタート

アップとの提携に関心のある領域等を整理し、ホー

ムページ上に公開する。参加するスタートアップは、

これらの情報に基づき、想定提携先・カスタマー、

自社のソリューションによって解決できる課題を明

瞭にしたうえで、同社が用意するピッチイベントや

個別の商談に臨むことができる。通常、スタートアッ

プにおいては大企業の持つニーズ・課題等を把握す

る機会は限られており、提携に向けてリーチすべき

部署や推進意向を持つ担当者を探し当てることは容

		図表 6	 ボトムアップ型のアプローチのうち注力すべき箇所

  出所）NRI 作成
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易ではないが、KDDI ∞ Labo はスタートアップに

対して、効果的にポテンシャルカスタマーの可視化・

アプローチ支援の機会を提供していると捉えられ

る。

　EdTech サービサーが学校へのサービス導入を進

める場合、関連するステークホルダーが非常に多い

ことは既に述べたとおりであるが、誰がサービス導

入の旗振り役となれるステークホルダーなのかとい

う点は、役職・担当などの外部から確認できる情報

によって判断することが難しいことが指摘されてい

る。例えば、校長の強いリーダーシップによって推

進している場合もあれば、一学年主任が導入を推進

している場合もある。よって、EdTech マッチング

プラットフォームにおいては、外部からは判断が困

難だが、学校教育に対して EdTech サービスの営業

を行う際に重要な情報（例えば学校が抱える課題、

旗振り役となれる担当者の所在など）を明確化し、

公開することには大きな意味がある。EdTech サー

ビサーはこれらの情報を参照することで、自社の

サービスが訴求しやすい学校を効率的に探索でき、

その学校が抱える課題に対する理解を一定程度深

め、EdTech 導入の旗振り役となりうる教員に対し

てアプローチすることが可能となるため、EdTech

サービサーと EdTech サービス導入の旗振り役とな

れる教員との初期接点の形成を促進することができ

るのではないか（図表 7）。

　

5	 おわりに

　本稿では、学校教育における EdTech 普及につい

て、トップダウン型のアプローチによって EdTech

活用のインフラが整備された今、次に取り組むべき

は学習指導・生活指導などにおける EdTech 活用で

あると整理した。そのうえで、ボトムアップ型のア

プローチに着目し、EdTech サービサーが学校に対

して効率的に営業を行うことができる仕組みづくり

を解くべき課題とした。この課題を解決する策とし

て、EdTech マッチングプラットフォームを提示し、

		図表 7	 マッチングプラットフォームの利活用を通じた営業活動の効率化

  出所）NRI 作成
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EdTech マッチングプラットフォームに具備するべ

き機能として、「学校が抱えるニーズ・課題をサー

ビサーとともに精緻化する機会の提供」と「外部か

らは判断しにくい情報（学校の課題や旗振り役等）

の集約・公開」の 2 点を例示した。

　なお、本稿において取り扱った課題は、学校教育

への EdTech 普及に向けた課題の一つにすぎないこ

とには注意されたい。特効薬的な解が存在するとは

限らないが、筆者は今後も積極的に示唆を探索し、

EdTech 普及に貢献していきたい。
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